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不適切な保育が
なぜ見過ごされたのか
不適切な保育をめぐる経緯

社
会
福
祉
法
人
こ
う
ほ
う
え
ん

が
指
定
管
理
者
と
し
て
運
営
す
る

区
立
岩
淵
保
育
園
に
お
い
て
、
不

適
切
な
保
育
と
疑
わ
れ
る
事
案
が

発
生
し
て
い
た
こ
と
が
、
東
京
都

に
よ
る
特
別
指
導
検
査
に
よ
っ
て

発
覚
、
都
は
北
区
に
対
し
、「
児

童
一
人
一
人
の
人
格
を
尊
重
し
た

保
育
が
行
わ
れ
て
い
な
い
」
と
改

善
を
求
め
ま
し
た
。

事
前
の
情
報
提
供
あ
る
も

北
区
は
動
か
ず

都
の
検
査
が
入
る
前
の
昨
年
12

月
、
北
区
に
も
事
前
の
情
報
提
供

が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
区

は
法
人
に
問
い
合
わ
せ
を
し
た
だ

け
で
済
ま
せ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
都
か
ら
の
指
摘
を
受

け
て
も
、
区
と
し
て
独
自
の
調
査

を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

「
不
適
切
保
育
ゼ
ロ
」宣
言

中
に
も
事
案
が
継
続
？

都
の
検
査
で
は
、
不
適
切
な
保

育
の
事
案
は
２
０
１
８
～
20
年
に

起
き
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
党

区
議
団
に
は
、
同
法
人
が
「
不
適

切
保
育
ゼ
ロ
宣
言
」
を
発
出
し
た

21
年
度
以
降
も
続
い
て
い
た
と
の

情
報
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
は
、
決
算
特
別
委
員
会
で
、

区
と
し
て
再
調
査
す
る
こ
と
を
求

め
ま
し
た
。（
の
の
山
け
ん
）

■2018 年～ 2020 年
不適切な保育と疑われる事案
が確認される

■2021 年度
法人が「不適切保育ゼロ宣言」
を発出

■2022 年 9 月
指定管理議決（妥当性審査）

■2022 年 11 月
指定管理者モニタリング報告

■2022 年 12 月
北区に情報提供

■2023 年 4 月・６月
東京都による特別指導検査

■2023 年 7 月
東京都が北区に検査結果通知

■2023 年 9 月
文教子ども委員会で報告

児童一人一人の人格を尊重しない



東京都のホームページより

過敏症を知って
いますか？

今年度、赤羽会館や滝野川会館にWi-Fi が導入される予定です。
多くの人には利便性が増しますが、電磁波過敏症の人には、Wi-Fi が
発する電波によって、頭痛、吐き気、手足のしびれなどの症状が引き
起こされます。電磁波の影響を低減させる備品の配備や、北とぴあ改
修に合わせてWi-Fi を通さない部屋を確保することなどを求めました。

全国には、化学物質・電磁波過敏症に関する情報をホームページ発
信している自治体も少なくありません。東京 23 区では、「過敏症」で
検索すると、「化学物質過敏症」「シックハウス症候群」「香りについて」
などがヒットする自治体が 14 区、「該当なし」が北区を含め 9区です。
北区には早急にホームページで情報発信するよう要望しました。

現在、区内の小中学校では毎日、一人一台端末を使った授業が行
われています。教室では常時接続のWi-Fi によって電磁波の影響を受
け続けており、具合の悪くなる児童・生徒が出ることも想定されます。
子どもたちが最後に逃げ込むことのできる場所として、保健室では、
Wi-Fi を遮断するか、オン・オフ切り替え可とするよう求めました。

決算特別委員会では、まだ
多くの人に知られていない化
学物質や電磁波による過敏症
の問題を取り上げ、日常生活
の中で苦しむ患者の立場を理
解し、配慮する区政運営を求
めました。（のの山けん）

化学物質・電磁波

公共施設へのWi-Fi導入で配慮を

北区ホームページで情報発信を

学校の保健室では電磁波遮断を

政府は 9 月 11 日、防衛省本省や十条駐屯地な
どを、土地利用規制法の「注視区域」指定候補と
して提示。指定されれば、基地周辺 1kmが監視区
域となります。決算特別委で、基本的人権を脅かす
指定は辞退・拒否するよう求めました。（のの山けん） 十条駐屯地（出典：国土地理院の地理院地図）

基地周辺を監視
土地利用規制法で十条駐屯地を「注視区域」に


